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経済部商業司は2021年５月20日付プレスリリースにて、

「非公開発行会社は会社法の規定に基づき主務機関へ

定時株主総会の開催延期許可を申請することができる

ほか、COVID-19の影響により開催不能又は主務機関

へ開催延期を申請できない場合、自社で株主総会の開

催を延期することができ、会社法に規定の処罰を受けな

い」と公布しました。これにより、非公開発行会社は今年

の株主総会を6/30以降に延期する場合でも、経済部へ

の事前申請は不要となります。プレスリリースの全文は

以下をご参照ください。

公布部署： 商業司第一科 公布日： 2021/05/20

厳重特殊伝染性肺炎中央流行疫情指揮センターは台

湾全土に第三級警戒区域措置を宣言し、室内5人以

上、室外10人以上の集会を禁止する旨を公布した。以

上により、会社の株主総会が上記状況に該当する場合、

法に基づき開催することは出来ない。また、公開発行会

社は金融監督委員会の公告により、2021年5月24日より

2021年6月30日まで株主総会の開催が停止される。

また、会社は会社法の規定に基づき主務機関へ定時株

主総会の開催延期許可を申請することができるほか、

COVID-19の影響により開催不能又は主務機関へ開催

延期を申請できない場合、自社で株主総会の開催を延

期することができ、会社法に規定の処罰を受けない。

そのほか、地方主務機関が伝染病防治法の規定に基

づき、より厳格な管理措置を採用した場合、会社はそれ

に従わなけれならない。

経済部プレスリリースウェブサイト：

https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/publicContentAction.d

o?method=showPublic&pkGcisPublicContent=5323

2021年度定時株主総会の開催に関する疑問点につい

て以下をご参照ください。

非公開発行会社は、経済部2021年5月20日付プレスリ

リース及び2020年4 月16日付経商字第10902015230号

通達により、会社法第170条第2項の規定に基づき主務

機関へ2021年の定時株主総会の開催延期を申請する

ことができるほかに、COVID-19の影響により開催不能

又は主務機関へ開催延期を申請できない場合、自社で

株主総会の開催を延期することができ、会社法に規定

の処罰を受けません。

公開発行会社（TWSE 、 TPEx、エマージング市場の上

場会社及び台湾で上場している外国企業を含む）は、金

融監督管理委員会（以下、金管会）証券先物局の2021

年5月20日付プレスリリースにより、5月24日から6月30

日までにおける株主総会の開催を中止し、株主総会の

開催を2021年7月1日から8月31日までに延期します。7

月以後の実際の開催日及び場所は取締役会の決議を

受ける必要があります。

COVID-19関連法令 (十七)

COVID-19の感染拡大により定期株主総会の開催延期が
可能
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Q1
2021年度定時株主総会は6月末までに

開催しなければならないか、又は延期

可能か?

https://gcis.nat.gov.tw/mainNew/publicContentAction.do?method=showPublic&pkGcisPublicContent=5323
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会社法第172条の2の規定により、非公開発行会社は

テレビ会議により株主総会を開催することが出来る旨

を会社定款で規定することができます。但し、公開発

行会社には本項規定は適用されません。

非公開発行会社が、テレビ会議により株主総会を開

催することが出来る旨を会社定款で規定している場

合、テレビ会議により2021年度定時株主総会を開催

することができます。定款に規定していない場合、テ

レビ会議方式を採用することはできません。

公開発行以上の会社は、会社法に制限されるため、

テレビ会議により株主総会を開催することは出来ま

せん。但し、金管会はCOVID-19の拡大状況を注視し

ており、条件付きの制限解除の可能性を検討してい

ます。

関連法令： 会社法第170条

解釈通達： 経商字第10902015230号

公布日： 2020年4月16日

新型コロナウィルス(COVID-19)の流行期間において、

定時株主総会の開催が困難である場合、防疫上の

要因が「正当な事由」として認められるため、主務機

関へ定時株主総会の開催延期を申請することができ

る。

一． 会社法第182条の1第1項、「株主総会が取締役

会によって招集される場合は、その議長は第

208条第3項の規定による。」及び同法第208条

第3項、「代表取締役は、対内的には株主総会、

取締役会及び常務取締役会の議長を務め、対

外的には会社を代表する。代表取締役が休暇

又は事由によって職権を行使することができな

いときは、副代表取締役が代理する。副代表取

締役を置いていないとき、又は副代表取締役も

休暇又は事由によって職権を行使することがで

きないときは、代表取締役が常務取締役一人を

指定して代理させる。常務取締役を置いていな

いときは、取締役一人を指定して代理させる。代

表取締役が代理人を指定していないときは、常

務取締役又は取締役が一人を互選して代理す

る。」の規定により、代表取締役の代理人は前

掲の規定により取扱う。

二． 次に会社法第170条第2項、「前項の定時株主総

会は、各会計年度の終了後6か月以内に開催し

なければならない。但し、正当な事由によって、

主務機関に報告して許可を受けたときは、この

限りでない。」と規定されている。ここに述べる

「正当な事由」とは、自然災害の発生など、当事

者の責に帰すことができず、予定通りに定時株

主総会を招集することができないというような、

客観的かつ合理的な判断に基づいて、主務機

関が裁量するものである。（本部2014年7月24日

経商字第10302074720号を参照）会社の定時株

主総会の開催が「新型コロナウィルス(COVID-

19)」の流行期間において、定時株主総会の開

催が困難である場合、防疫上の要因が「正当な

事由」として認められるため、会社法第170条第2

項の規定に基づき、主務機関へ2020年の定時

株主総会の開催延期を申請することができる。

三． また、株式を公開発行する会社について、証券

主務機関が別途規定する場合はその規定に従

わなければならない。

Q2 株主総会はテレビ会議方式により開催

することは可能か?
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